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説明担当 本庄市 

内閣府のデータによると、平成２８年末の全国の「６５～７４歳人口」（前期

高齢者）は１,７６８万人、総人口に占める割合は１３.９％、「７５歳以上人口」

（後期高齢者）は１,６９１万人、総人口に占める割合１３.３％となっている。

また、普通自動車運転免許保有者数は約８,２２１万人で、このうち７５歳以上

の免許保有者数は約５１３万人（７５歳以上の人口の約３人に１人）となって

おり、平成２７年末に比べ約３５万人（７.３％）増加し、今後も増加すると予

想される。 

公共交通機関が十分でない地域において、自動車は社会活動に欠かせない存

在ではあるが、同時に高齢者が加害者となる自動車事故も多発傾向にある。警

察庁のデータによると、７５歳以上の死亡事故件数割合は、４５歳から５０歳

のそれと比較すると、およそ２倍であり、８５歳以上の高齢者に限ってはおよ

そ４倍の比率となっている。交通安全の現状を鑑みれば、高齢者の運転免許返

納は望ましいものではあるが、一部の都市地域を除いては、運転免許の返納は、

社会生活の大幅な縮小につながりかねない。これは今後も拡大していく問題で

あり、早急に取り組む必要があるため、下記事項を実現されるよう強く要望す

るものである。  

記 

１ 免許返納後の社会生活維持のための環境整備について 

① 高齢者の利用を前提とした公共交通機関の拡充を行うための財政措置を

強化すること。 

② 代替交通手段の拡充のため規制緩和策と財政措置を講じること。 

２ 運転免許返納後の高齢者の経済活動維持のための環境整備について 

① 農業をはじめとする就業維持のため、規制の緩和や、運用の柔軟性を確 

保すること。 

② 買い物弱者対策のため、商業者による移動販売等の実施を容易にするた 

めの規制緩和を行うこと。 

③ ドローン等の機器を柔軟に活用し、宅配システムを構築するための措置 

を講じること。


